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第 1 特定非営利活動法人ＪＦＣネットワークとは？ 
■設立：1994年5月（2006年3月、東京都より特定非営利活動法人（NPO法人）としての認証を受ける） 
■設立目的・理由：1980 年代から日本へ働きに来るフィリピン人女性の増加に伴い、日本人男性との出会いが増え、両者
の恋愛・結婚、そして両者間に生まれる子どもたちも増加している。幸せな家族を築いている日比家族も増えているが、

中には日本人の父親に養育放棄されるなどのために、精神的・経済的に苦しい生活を余儀なくされている子どもたちも多

い。こうした子どもたちとその母親の人権を守る活動をする目的で設立した市民団体である。 
■東京事務所：「特定非営利活動法人ＪＦＣネットワーク」の東京事務所では、日本人とフィリピン人の間に生まれた子ども

たちの中で、様々な理由により、父親からの連絡が途絶え、養育を受けられなくなった子どもたちおよびその母親に対す

る法的支援（養育費や認知の請求、親権者指定（変更））および行政手続き支援（国籍(再)取得、フィリピン法で成立した婚
姻の日本への報告的届出、在留特別許可申請など）を中心に活動を行っている。 
■マリガヤハウス（Maligaya House）：‘Maligaya’は日本語で「幸せ」の意味である。「特定非営利活動法人」のフィリピン
の現地事務所。1998年1月17日設立。JFCネットワークで扱う全ケースの約8割はマリガヤハウスで受けつけている。直
接に母子からの相談を受け、母子への精神的・法律的なカウンセリングや日本語教室なども行う。 
■JFC弁護団：1993年4月結成。現在登録者数60名。事務局による父親との交渉が難航したなどの理由により、調停や
裁判などの法的処置の必要な事件を依頼している。現在、問題なのは、民事訴訟法が改正され、これまでフィリピンに住

所を持つＪＦＣの裁判管轄は東京都千代田区だったため東京で裁判をすることが可能だったが、改正後、相手方の住所

地が管轄となり、地方の裁判所で裁判を提起する必要が出てきたため、地方の弁護士からの協力を得ることが困難であり、

ケースの対応に難航していることである。東京事務所で受けつけた東京近郊のケースに限っては、新しい弁護士の参加

もあり、より多くの弁護士に依頼できるようになっている。また、母子が日本に在留しているケースの場合、その多くは生活

が苦しいために、ほとんどが法律扶助を利用した。また、母子がフィリピンに在住のケースでも、勝訴の見込のあるケース

であれば、法律扶助協会の外国人支援基金を利用した訴訟を行うことができるようになってきている。 
 
第 2 活動の内容 
1．現在の活動の内容 
 2006 年度の東京事務所の具体的な活動は、1）「父親探しのボランティア」および事務局による父親探し、2）JFC 弁護団
と連携した子どもの認知・養育費の支払い、離婚、離婚無効、親子関係不存在、子の引渡しなどを求めた調停・訴訟、日

本国籍所得および在留特別許可などを求める法的支援、3）ニュースレター「MALIGAYA」の発行（マリガヤハウス維持会
員（3月以降「正会員」）に向けに「きずな」、ＪＦＣ奨学金基金会員（3月以降「サポーター」）に「Pag-asa (パグアサ)」も発行）、
4）イベント・勉強会などへの参加、5）国籍確認訴訟キャンペーン、6)クリスマスパーティなどである。 
 また、フィリピン現地事務所・マリガヤハウスでは、１)Psycho-social Intervention (PSI：心理・社会的介入)プログラム、
2)Training & Education (TEP：トレーニング・教育)プログラム、3)Research & Publications (RPP：調査研究・広報)プログラム、
4)Advocacy & Networking(AdNet：アドボカシー・ネットワーク)プログラム、5)Finance & Administration (FAP：財務・運営）な
どを行った。 
 
2．ケース対応の手続き 
 マリガヤハウスおよび東京事務所で受理したケースは、クライアントからの情報をもとに父親の所在や連絡方法を調査

する。調査資料はクライアントの申告した住所や電話番号および NTT番号案内等であるが、弁護士に調査依頼をする場
合もある。 
 父親の自宅あるいは職場の住所が明らかな場合は手紙を出す。3 度手紙を出しても返事がない場合、内容証明郵便を
出す。それでも返事がない場合、「父親探しのボランティア」に依頼し、自宅または職場の住所地を訪問して頂く。その後、

事務局により、父親との交渉を始めるが、交渉が難航した際には弁護士にケースを依頼する。 
 また、父親の連絡先がつかめない場合、クライアントが記入した「ケース概要」に書かれている「その他の連絡先」または

父親の両親および兄弟姉妹に手紙や電話連絡あるいは訪問を試み、父親の連絡先を問い合わせてみる。 
 これらの作業を踏んでも父親の所在が不明な場合または父親との交渉した結果、父親の経済的能力に困難が認められ

る場合などは、隔月行われる弁護団会議において相談され、「ケース打ち切り」の決定は当会議によってなされる。 
 
第 3 活動状況 
1．全体状況 
 JFC ネットワークのこれまでの活動の概要及び昨年度の活動の結果を一覧表にすると、表１の通りである。なお、この表
は JFC１人毎にカウントし、また１人の JFCについて複数の結果が得られている場合もある（例えば認知プラス養育費支払、
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表3 重婚ケース   

種類 数 重婚 
構成率 

対 
総婚姻数 

前婚（有効） 21 47.73％ 6.65% 
後婚（無効） 23 52.27％ 7.28% 
合計 43 100.00％ 14.10% 

 

認知プラス国籍取得など）。 
表1 全体及び昨年度の活動の概要                                                     （単位：人） 

国籍取得  婚姻の

報告的

届出 
比出生

後3ヶ月 
準正 国籍法

改正前 
国籍再

取得 
胎児認知

(国籍留保) 
出生の

届出 

認知 養育費

の支払 
在留特

別許可 

総数 49 5 10 13 14 1 1 50(51) 87 33 
昨年度 1 0 0 1 6 1 0 8(9) 6 6 

 
2．婚姻・離婚 
(1) 総受理ケース（764 件）のうち、受理時に両親の婚姻が少なくとも日比いずれかで成立しているケースは 318 件
（41.62％）である（表２）が、うち重婚ケースが 44 件（13.84％）、さらに後婚であるために無効（重婚を後婚の取消原因
とする日本の民法（744条、732条）よりも、無効とするフィリピン婚姻法（35条4項）が優先して適用される）であるケー
スは 23件である（表3．婚姻ケース総数の 7.23％、重婚ケースの 52.27％に上っている）。 

 
表2 受理時の婚姻成立ケース 

種類 総受理ケース 婚姻成立 非婚 
数 764 318 446 

構成率（％） 100% 41.36% 58.64％ 
 
 婚姻成立ケース（318件）から重婚の後婚（23件）を除いた有
効に成立した婚姻 295 件中、フィリピンで成立したケースは
255件（86.44％）、うち、日本に未届は 82件だった（比方式成立婚姻の 27.80%）（表4）。 
 受理後にＪＦＣネットワークで報告的届出を行ったケースは49件（未届ケース82件の59.75%）ある。そのうち婚姻後1年
以内の報告的届出は１件であり、婚姻成立後5年以上経過したケースが 28件と過半数を占めている（表5）。 

 
表4 有効な婚姻成立ケースの内訳（294件）  

 婚姻成立(有効) 

在留特

別許可 

比法式 日本にて 

在留特

別許可 
在留特

別許可 

日本未届 日本届出済 婚姻 

在留特

別許可 

数 82 173 39 1 

在留特

別許可 

27.80％ 58.64％ 13.22 0.34 

在留特

別許可 

32.28% 68.11% － － 
数 254 39  1 

構成率（％） 86.44% 13.22 0.34 
 
(2) 昨年度は婚姻の報告的届出を 1件行った。このケースは婚姻成立後約 4年 1ヶ月
を経過していた。フィリピンで婚姻成立後、夫との連絡が途絶え、母子が短期滞在

の在留資格で来日し、婚姻登録がないことを知り届出たものである。 
(3) このように、フィリピンで婚姻したケースのうち日本に報告的届出がなされずに長期
間放置され、夫の戸籍に記載されないケースが非常に多い。その原因として、報告的届出の必要性とその手続が日

本人夫・フィリピン人妻の双方に周知されていないことが考えられる。東京事務所及びマリガヤハウスのクライアントに

対する聴き取りでも、報告的届出についてほとんどのフィリピン人妻は知識を有していなかった。 
   報告的届出がなされないと日本人夫の戸籍には婚姻が記載されない。このために、時間の経過とともに夫の妻に
対する意識が希薄になってしまったり、重婚という事態が生じたりすることになる。またフィリピンの婚姻証明書に記載さ

れた日本人夫の本籍地は多くの場合不正確であり、日本での住所地から探知していくことになるが、時間が経過する

ほど転居・転勤によって夫の所在を探知することが困難になる。JFC ネットワークで受理した時点で報告的届出が行わ
れていなかった82件のうち報告的届出ができたケースが49件(59.75%)に留まっているのも、時間の経過によって夫の
所在が不明となり、本籍地を探知することが不可能となったためである。そして、このような状態が JFCの国籍喪失など
法的保護の欠如の一要因ともなっている。 
  問題の解決には、フィリピン本国政府及び在比日本大使館による婚姻前の男女への周知・啓発活動が必要である。
後述する通り、マリガヤハウスの受理ケースのうち、約 6 割が大使館からの紹介･依頼であることを見ても、大使館は事

表5 比国方式の婚姻成立後、 
日本への届出までの経過期間 
経過した期間 件数 

1年未満 １ 
1年以上2年未満 2 
2年以上3年未満 7 
3年以上4年未満 6 
4年以上5年未満 4 
5年以上10年未満 10 
10年以上20年未満 14 
20年以上30年未満 2 
30年以上40年未満 1 
不明 1 

合 計 49 
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表9 婚内子と国籍留保・国籍喪失ケース 
婚内子(341人)  比で出生した婚内子(239人) 

日本で出生 比で出生  国籍有り 国籍なし 
102人 239人  70人 169人 
29.91% 70.08%  29.28％ 70.71％ 
注：受理後国籍取得のケースのうち国籍留保期間中に国籍留

保届を行ったケース5人、改正前国籍法の適用による国籍取得
ケース13人、喪失後の国籍再取得ケース14人、出生の届出ケ
ース 2人（表6参照） 

 表7 受理時、準正成立ケース       （単位：人） 
 総数 国籍有 国籍無 
子どもの数 41 20 21 
構成率 100% 48.78% 51.22% 

 

表８ 受理時、準正成立（婚姻状況）   （単位：人） 
婚姻中 離婚 

国籍有 国籍無 国籍有 国籍無 
14 11 7 10 

33.33% 26.19% 16.67% 23.81% 
25 17 

59.52% 40.47% 
42 

100% 
 

表6 国籍取得ケース概要                                (単位：人) 
 国籍取得 
 準正 胎児認知

(国籍留保) 
国籍法

改正前 
国籍再

取得 
出生後

3カ月 
出生届出 

全体 10 1 １3 14 5 2 
昨年度 0 1 1 6 0 1 
 

態の深刻さを充分に理解しているので

あり、大使館における早期の適切な対

応が求められる。 
 

3．準正による国籍取得 
(1) JFCネットワークにて受理した後にJFC
が日本国籍を取得したケースは 38件
あった。そのうち婚内子でフィリピンにて出生後 3 ヶ月以内に届け出たために日本国籍を留保できたケースは 5人、
準正による国籍取得は 10人、後述する国籍再取得のケースは 14人、改正前の国籍法の適用により国籍を取得した
ケースは13人、出生の届出により日本国籍を取得したケースが2人、胎児認知後、子どもをフィリピンで出産し出産後
3ヶ月以内に国籍留保を行ったものが1人だった。昨年度届出によって日本国籍を取得した1件は、在日のフィリピン
人の妻が日本人男性との間に子どもを妊娠中、夫が行方不明となり、在留資格の更新または変更の手続きをすること

ができずに超過滞在となり、怖くて出産の届出をせずに 5年間放置していたケースである（表6）。 
(2) 婚外子は父親から認知され、かつ両親が婚姻することにより、準正が成立する（民法789条）。未成年の準正子は届出
によって日本国籍を取得することができる（国籍法3条）。JFCネットワークにてケース受理した時点で準正が成立して
いた（すなわち日本国籍取得の要件を備えていた）ケースは42件あった(表7)。なお、受理後に父親の認知が得られ、
準正が成立したケースは8件あり、うち2件は国籍取得を行った。受理時に準正が成立していた42件のうち、すでに
日本国籍を取得していたケースは21件あった。他方、準正が成立していながら日本国籍を有していなかった21件の
うち、受理後に日本国籍を取得できたのはわずか 4(子は 5人)件であった。この 4件のうち 1件は当初から日本在住
のケース、2件はフィリピンで受理した後に母子が来日し、日本で国籍取得の届出を行ったケース、1件は母が日本、
ＪＦＣはフィリピンに在住していたが 15歳を過ぎていたため、フィリピンの日本大使館にて子どもによる手続きにて行っ
た。これに対し、準正が成立しながら日本国籍の取得ができていない17件は全て母子がフィリピンに在住するケース
である。 

(3) 昨年度は、準正による国籍取得を行ったケースは無かった。 
フィリピン在住の準正子の日本国籍取得が非常に困難な理由は、以下の点にある。 

 現在、国籍取得届出の手続を扱う地方法務局は、両親が婚姻中の

場合には、民法818条3項の親権共同行使の規定を根拠に、親権者
である両親が共同して国籍取得届出の手続を行うことを要求しており、

外国における国籍取得届出手続の窓口である在外日本大使館も同

様の見解に立っている。しかしながらほとんどのケースでは、両親の

婚姻は継続していても父親は日本に在住し、音信不通であるか母子

への協力を拒否し、あるいは経済的困難によって母子への協力がで

きない状態にある。このような父親に対し、フィリピンの日本大使館で

の国籍取得手続のための協力を得ることは事実上不可能である。 
  また、フィリピンには離婚制度がないため、両親が離婚しているケース 17件(40.47%)（表 8）は全て日本での離婚届提
出によるものである（そのうち夫が無断で離婚届を提出したケースもある）が、協議離婚における親権者指定という制度が

フィリピンに存在しないために、両親の合意による親権者の指定は無効とされ、両親が離婚しているにも関わらず親権は

依然として両親が共同行使しなければならない、という状態になっている。この状態で父の協力を得ることが困難であるこ

とは前述の通りだが、他方で、これを解消し母親の単独親権とするためには裁判所の許可を得る必要があるが、手続の

複雑さに加えて時間と費用の壁がフィリピンに在住する母子の単独親権の取得を困難にさせている（ちなみに母子が日

本に在住する場合には、家庭裁判所で親権者指定の決定を得ることによりフィリピン法上も単独親権であることが認めら

れるので、母親のみによるＪＦＣの国籍取得の手続が

可能になる）。 
このように、準正による国籍取得の要件を備えてい

るにも関わらず、「親権の共同行使」の壁に阻まれて日

本国籍取得の途を実質的に封じられているという事態

が顕著に見られるのである。 
  抜本的な解決のためには、法務省及び法務局･大
使館が「親権の共同行使」に拘泥せず、事案に応じて

柔軟に対応することが必要である。前述した通り、フィ
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表11 養育費送金      
開始年 件数 打切 終了 送金中 
1993 1   1 
1994 3 1  2 
1995 2   2 
1996 2 1 1 0 
1997 0   0 
1998 11 8 1 2 
1999 13 4  9 
2000 17 4  12 
2001 9 2  7 
2002 11 6  4 
2003 7 1  6 
2004 4 1  2 
2005 1   1 
2006 6   6 
合計 81 28 3 54 

 

表10 認知取得ケース概要 
裁判認知 任意認知  認知取得 
調停 裁判 胎児 出生後 

全体 51(52) 5 13(14) 4 29 
昨年度 8(9) 2 2(3) 1 2 
注：( )内は子どもの数 

リピンにおいて大使館紹介のケースが大半を占める実状を考えると、大使館の協力による解決が強く期待される。 
 
4． 国籍（再）取得 

(1) 外国で生まれ、外国籍を取得した日本人の婚内子は､出生から 3ヶ月以内にその出生を在外日本大使館または日本の市
町村役場に届け出ないと、日本国籍を喪失してしまう（国籍法 12条、戸籍法 104条）。受理ケース中、婚内子は 341人で
あり、そのうちフィリピンで出生した婚内子は 239人（70.08%）だった。フィリピンで出生した婚内子（239人）のうち、国籍を
取得していた子どもは70人（29.28％）であり、169人（70.71%）は国籍を喪失していた（表9）。国籍喪失ケースのうち、現在
までに国籍（再）取得のできたケースは 27件（15.97%）に過ぎない。 

(2) 上記のように極めて多数の国籍喪失ケースが発生しているのは、日本人父・フィリピン人母ともに日本の国籍法が定める
国籍喪失制度（同法 12 条）についての知識を有せず、フィリピンで出生後直ちに日本大使館に出生届をすることの重要
性を認識していないからであろう。殊に国籍喪失制度は一般にはなじみのない特殊な制度である（ちなみに日本で出生

した JFCは婚内・婚外を問わず何年たったあとでも大使館に出生を届け出ればフィリピン国籍を取得できる）から、日本大
使館による啓発活動が特に重要である。また根本的には、国籍喪失制度を改廃するか、国籍留保届出期間を大幅に延長

する、期間経過後の国籍留保届出の受理を事情に応じ柔軟に対応する、などの対策が必要である。 
(3) また、日本国籍を有しない婚内子は、日本人父の戸籍に記載されない。このことは認知された婚外子が（外国籍であって
も）父の身分事項欄に記載されることと対比して不均衡であるのみならず、身分関係の一覧性という戸籍の機能を害する

ばかりか、相続発生の場合に相続人を覚知し得ずに紛争の火種を残すという現実的な問題も生じさせる。このような戸籍

記載に関する問題を解消するためには、上述した国籍喪失制度やその運用の再検討、あるいは日本国民の婚内子は国

籍の有無に拘わらず戸籍に記載するなど、戸籍制度側の改善措置が必要と思われる。 
(4) 国籍留保届を行わなかったために日本国籍を喪失した子どもは、日本に住所を有するときには、届出によって日本国籍
を再取得することができる（国籍法17条1項）。国籍の再取得の手続を行った 14件はいずれもフィリピンに在住する母子
が来日し、短期滞在の在留資格で入国した後、在留資格を定住者に変更して日本に居住し、仕事を探して生活する一方、

家庭裁判所において親権者指定の申立を行い、前述した単独親権を得て法務局に対して国籍再取得の手続を行ったも

のであった。この全ての過程に弁護士及び JFCネットワークのスタッフが関与し、かつ国籍取得手続終了までに約1年を
要した。改めて、国籍再取得がいかに困難であるかを実感した。 
 
5．認知 
(1) ケースを受理したJFCの総数（受理件数764件よりも多い）のうち、
婚内子である JFC（341人）と婚外子で受理時にすでに認知を得
ていたJFC（64人）を除いた、およそ300数10人（5～6割）のJFC
が、ケース受理時に父親に対して認知を求める立場にあった。

このうち、父親からの認知を得られたケースはわずか 51件（ＪＦＣは 52人）である。うち昨年度に父親から認知を得た
ケース 8件（9人）である（表10参照）。8件のうち 3件は、父親の任意での認知を得た。調停認知を得た 2件のうち 1
件は母子フィリピン在住、１件は母が日本、ＪＦＣは在比のケースであるが、事務局による父親との交渉が難航したた

め弁護士に依頼をして調停を申立て、父との和解が成立し認知が成立した。裁判認知の 3件(４人)のうち 2件は死後
認知であった。 

(2) 認知が得られたケースが国籍取得のケースより少ないのは、後者が父
親の意思に関わらず手続が行えるのに対し、前者は父親の意思にかか

るためである。また、父子関係を証明する資料が比較的豊富であるにも

関わらず、母子がフィリピンに在住するために認知訴訟を断念せざるを

得ないケースも少なくない。 
 
6.養育費の支払 
 父親との交渉により、JFC への養育費の支払の合意を得られたケースは、
87件あり、うち昨年度に6件の養育費支払の合意が得られた(表11)。他方、
合意後に養育費の支払が途絶え、再開の見込みがないとされて打ち切られ

たケースがこれまで 28件あった。 
 現在、54 件について父親からの養育費の支払が行われており、金額は
5,000円～5万円とケース・バイ・ケースである。但し、送金が途切れがちの
ケースも多く、父親による JFCの支援は必ずしも順調ではない。 




